
ヘルパーステーションお茶屋の里

◆訪問介護　利用料（1割）

サービス提供時間

介護職員処遇改善加算Ⅰ

初回加算

◆第1号訪問事業　利用料（1割）

サービス提供時間

基本料金

介護職員処遇改善加算Ⅰ

初回加算

所定単位数に13.7％を乗じた単位数で算定

200円/初回利用月のみ

要介護区分

45分以上

令和元年10月1日改正

区分 サービス時間 利用者負担（1割の場合）

要介護1～要介護5

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

20分以上45分未満

244円/回

200円/初回利用月のみ

所定単位数に13.7％を乗じた単位数で算定

身体介護

生活援助

249円/回

395円/回

577円/回

182円/回

区分 利用者負担（1割の場合）

訪問型サービスⅠ

週に1回程度の訪問介護が必要と認められた方

訪問型サービスⅡ

週に2回程度の訪問介護が必要と認められた方

訪問型サービスⅢ

週に3回程度の訪問介護が必要と認められた方

1,172円/月額

2,342円/月額

3,715円/月額


